
From: 立教英国学院 infodept@rikkyo.w-sussex.sch.uk
Subject: 立教英国学院より保護者各位宛　就学支援金について
Date: 26 April 2014 14:46
To: rikkyouk@me.com

保護者各位

時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
「高等学校等就学支援金」についてご連絡差し上げます。

本校は、2010年度から導入された「高校授業料無償化制度」について、海外にある本校等の「在外教育施設」がその対象に含まれてい
ないことに対し、国会議員への陳情等を行い、その是正を求めてまいりました。この度、平成26年度4月より制度が改正され、所得制限
が設けられた「高等学校等就学支援金」制度へ移行したことに伴い、本校等の「在外教育施設」についても、支援の対象となることが
決定いたしましたのでお知らせいたします。

この新制度では、国内の国公私立の高等学校の生徒と同様に、年収約910万円未満の世帯に対し、国内と同等の支援金が支給されます。
ただし、この新制度の対象となるのは、平成26年4月以降に入学された方に限られており、平成25年度までに既に在学されている方は対
象となりません。また日本国籍を持つ者に限られます。

申請には本校を通じて、申請書・課税証明書等の書類を5月19日までに文部科学省に提出する必要があります。
申請をご希望の方は、5月2日（金）までに下記のメールアドレスにお知らせください。必要書類をお送りいたします。
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